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「障害」の「害」の字のひらがな表記に関する基本方針（素案）に対する意見募集の結果に

ついて 

 

 パブリックコメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおりです。 

 

１ 計画等の題名 

  「障害」の「害」の字のひらがな表記に関する基本方針（素案） 

 

２ 意見募集の概要 

 （１）計画等の案の公表日（意見募集期間） 

    平成２２年６月１８日（金）から平成２２年７月２０日（火）まで 

 （２）意見募集結果 

    ①提出者数・意見数         ７人   １３件 

    ②提出方法       直接持参  ３人    ５件 

                郵送    ０人    ０件 

                ＦＡＸ   １人    ３件 

                Ｅメール  ３人    ５件 

    ③計画等に反映した意見             ３件 

 

３ 意見と市の考え方 

 

  意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

素案全体 

１ 「害」という意味には、「そこなう」や

「きずつける」などの意味が含まれてま

す。もし、この字を使い続けることによっ

て、当事者の方々が、心が損なわれたり、

傷つけられたりしたとしたら、とても辛い

ことだと思います。ひらがなの「がい」に

することによって、その心が外に「がい」

に行ってはずすことができれば、当事者の

方々も幸いになっていくと思います。 

ご意見と同様の考え方です。 修正無し 

２ 基本方針に掲げられている「害」のひら

がな表記について、全面的に賛成します。

是非、早期の実施をお願いしたいと思い

ます。 

なお、変更に際しては、広報等を通じて

大きくＰＲすることを希望します。行政が

表記を変えることは、民間にも大きな影響

を与えますことから、市の取組としてＰＲ

されたほうが、市民に浸透していくと考え

られます。 

素案にありますとおり、２２年 

１１月１日から施行することで進

めてまいります。 

実施に当たっては、市報やホー 

ムページ等により、心のバリアフリ 

ーの推進の取組としてＰＲしてま

いります。 

修正無し 

３ 「障害」を「障がい」に表記することに

賛成です。なお、「障がい」の文字を出す

ことは、必要最小限にして欲しい。 

ご意見と同様の考え方です。 修正無し 
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４ 表記を「がい」と変更した際、「障害者」

と書いた方に対して「障がい者への理解が

ない」と逆差別を受けることがないか案じ

る。 

実施に当たっては、市報やホー 

ムページ等により、障害のある方に

対する差別や偏見をなくし、少しで

も障害のある方に対して不快感を

与えないようにするため、また、障

害者に対する理解の市民啓発とし

て、本市の心のバリアフリーの推進

の取組としてＰＲしてまいります

が、市民の皆さんにひらがな表記を

押しつけるものでないことを明記

してまいります。 

修正無し 

５ 障害者手帳を所持するものですが、障害

について「害」のひらがな表記に反対しま

す。なぜならば、たとえひらがな表記に変

更しても差別や偏見を少なくすることに

つながらないと考えるからです。 

そもそも障害者に対する差別や偏見は

一部の健常者が障害を持つ者に対して誤

解を持っていることから生ずるものであ

り、このことは表面上の表記を変えても本

質的には何ら解決する手段と成り得ない

のです。この誤解というには障害者とは当

事者にとって障害があるために健常者よ

りも日常生活能力が劣っているというこ

とを正しく理解できていないということ

です。本案における基本方針に基づいてひ

らがな表記に改めても「障がい」という表

記に対して差別意識を持つようになるだ

けです。 

では、この誤解を根本的に解消するため

にはどうすれば良いかということですが、

行政としてすべきことは言葉狩りをする

のではなく教育によって正しい認識を浸

透させることです。義務教育課程では道徳

という科目があります。その場において教

育することが行政の責任であり義務であ

るはずです。 

最後に、「障」の漢字についても述べて

おきます。「障」は「さわり」「邪魔にな

るもの」という意味があり、これも良い意

味を持つ漢字ではありません。仮に「障が

い」という表記になったとしても、将来的

に「障」の漢字に悪い意味があるから「し

ょうがい」とういう全てひらがな表記にし

ようという流れにならないと言い切れま

すか、わたしは市政の良識を疑います。 

あまりに軽率過ぎる認識だと断じます。

人の状態を表す「障害」の字は、

負のイメージが強く、別の言葉で表

現すべきとの意見があり、「障害」

という言葉自体を変えるべきとの

意見もありますが、現在これに変わ

る一般的な言葉がないのが実情で

す。 

そのため「障害」の「害」の字を

ひらがな表記にした「障がい」に変

更することによって、否定的なマイ

ナスイメージを和らげようとする

動きが全国の地方自治体に広がっ

ています。 

本市においても、同様の考えの下

に、「野田市障がい者団体連絡会」

に十分ご意見を伺い、当該連絡会が

「障害」の「害」の字のひらがな表

記を強く希望していることが確認

され、市の基本方針の素案に賛同を

いただきました。この結果を受けて

「野田市障害者基本計画推進協議

会」において、基本方針の素案につ

いて審議を頂き、「がい」をひらが

な表記にしたものです。 

このようなことから、「障」の字

の修正は考えておりません。 

なお、実施に当たりましては、市

報やホームページ等により、「障害」

の「害」の字のひらがな表記に関す

る基本方針素案の実施目的のとお

り、「障害」の「害」の字が使われ

るようになった経緯を述べるとと

もに、人権尊重の観点からも好まし

くないことや障害のある方に対す

る差別や偏見をなくし、少しでも障

害のある方に対して不快感を与え

ないようにするため、また、障害者

に対する理解の市民啓発の観点か

ら、市が作成する公文書等について

「障害」の「害」の字をひらがな表

記に改めて、心のバリアフリーを推

修正無し 
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進してまいることを啓発してまい

ります。 

６ 「碍」とすべきである。 

①「障碍」と書けるように障害者や団体

などが求めているとの新聞情報が見 

られることから、「障碍」にすべきで

ある。 

②改定常用漢字表は、現行表と同様「目

安」であることを明示してあり、「碍」

の使用を禁止しているものではない。

 ③幾つかの字書に「障害」は「障碍」の

書き換えとあり、「障害」はこの場合、

正しい使用ではないことを示してい 

る。 

 ④案の中に「・・・当用漢字の制限を受

けて使用できないため、・・・」は削

除すべきである。現在当用漢字は採用

されていない。素案を作り直すべきで

ある。 

「障害」の「害」の表記について 

は、様々なご意見がありますが、参

考資料の「障害」の「害」の字のひ

らがな表記への変更の経緯と国の

動向に記載いたしましたとおり、本

市では、当事者や関係団体、議会に

おいて、「障害」の「害」の字のひ

らがな表記の気運が高まってまい

りましたことから、昨年、当事者や

家族等１０団体により構成されて

おります「野田市障がい者団体連絡

会」に「障害」の「害」の字のひら

がな表記への取組についてご意見

を伺ったところ、関係する条例や規

則の改正も含めた形で「障害」の

「害」の字のひらがな表記への変更

に取り組んで欲しい旨の総意をい

ただきました。 

このことを受けて、市が作成する

公文書等について、法律名や人の状

態を表すものではないものを適用

除外として、平成２２年度からすべ

てひらがな表記に変更することで

進めてまいりました。 

その後、国においても大きな動き

があり、国の動向を見極める必要が

あると判断し、一時作業を見合わせ

ておりました。 

しかし、この４月に開催された文

化庁の漢字小委員会では、石偏の

「碍」の取扱いが集中的に議論され

たものの、結果として追加は見送ら

れ、障がい者制度改革推進本部の検

討結果によって、改めて追加される

こととなりましたが、検討は５年の

間に行われるということで、いつ結

論が出るかは、まったく分からない

状況であります。 

このような状況でありますので、

当初の方針のとおり、「障害」の「害」

の字のひらがな表記への変更作業

を再開してまいることが適当と判

断し、「野田市障がい者団体連絡会」

に改めて相談させていただいたと

ころご賛同を頂きましたので、市の

基本方針案について、「野田市障害

者基本計画推進協議会」において、

ご審議いただき、ご了承を頂いたと

ころです。 

以上のような経過により「障害」

修正無し 
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の「害」の字をひらがな表記に変更

してまいりたいと考えており、「碍」

の字への修正は行いません。また、

「案の中に「・・・当用漢字の制限 

を受けて使用できないため、・・・」 

は削除すべきである。現在当用漢字 

は採用されていない。素案を作り直 

すべきである。」のご意見につきま

して、素案の中では、身体障害者福

祉法の制定時のことを記述してい

るもので、今後当用漢字を採用しよ

うとするものではありません。 

 したがいまして、素案の作り直し

についても行いません。 

７ 「害」は出来うる限りやめて頂きたい。 

 ①「殺害」、「妨害」等負の印象が強す

ぎる。これは素案を認めます。 

 ②「害」の意味は広く、「碍」、「礙」

の意味も含んでいるが、多くの人は前

記①の印象が殆どと思われる。 

ご意見と同様の考え方です。 

 

 

 

 

修正無し 

８ 「がい」は最も避けるべきである。 

 ①「がい」は、「生きがい」、「働きが

い」など行為の達成、喜びを感じてい

るなど、機能的内面の表現である。

「障」をそのように感じられている方

は少ないでしょう。それを羽根にされ

ている方もおられることも承知して 

いますが。 

 ②「がい」の使用は心のバリアーを強く

感ずるものである。 

③1枚目の四角囲いの中に無く、3枚目

  の「実施目的」の中に、「なお、今 

後、国の法令等において、「障害」の

「害」の字が「碍」に改められた場合

にも、野田市においては、本方針に基

づき引き続きひらがな表記とするこ 

ととします。」これは許せない傲慢で

ある。謙虚に常に一般常識に配慮願い

たい。野田市の障害者団体に「碍」の

使用を指導すべきである。 

人の状態を表す「障害」の「害」 

の字は、ご意見のとおり、負のイメ

ージが強く、別の言葉で表現すべき

との意見があり、「障害」という言

葉自体を変えるべきとの意見もあ

りますが、現在これに変わる一般的

な言葉がないのが実情です。 

そのため「障害」の「害」の字を

ひらがな表記にした「障がい」に変

更することによって、否定的なマイ

ナスイメージを和らげようとする

動きが全国の地方自治体に広がっ

ています。 

本市においても、前記のとおり、

「野田市障がい者団体連絡会」に、

十分ご意見を伺い、ひらがな表記を

強く希望する総意のもとに、市の基

本方針の素案に賛同を頂いたこと

から、「障害者基本計画推進協議会」

において、素案の決定を受け、「障

がい」に表記変更しようとするもの

で、素案の修正は行いません。 

修正無し 

実施目的の１行目から３行目 

９  「「障害」の「害」の字は、身体障害者

福祉法の制定の際に「礙(がい)」や「碍(が
い)」（礙(がい)の俗字）の字が当用漢字の
制限を受けて使用できないため、代わりに

使用されるようになりました。」この文章

の出典または根拠となる文献は何ですか。

また、「礙」や「碍」についてもどちらも

良い意味の漢字ではありません。 

「礙」及び「碍」について、どち

らも良い意味をもたない漢字であ

ることについては、ご意見と同様の

考え方です。 
厚生労働省の障害福祉課に確認

しましたところ、１９４９年に制定

された身体障害者福祉法では、「礙」

及び「碍」の字が使えなくなり、「害」

修正無し 
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という文字が採用されたというこ

とであります。 

実施目的の６行目 

10 本市は基本理念として、平成９年５月５

日に制定した「個性豊かなまちづくりを行

う人権・平和尊重都市宣言」に則ってを加

えたらいかがですか。 

「個性豊かなまちづくりを行う人

権・平和尊重都市宣言」は、大きな

市政全体の人権・平和尊重の精神を

宣言したものです。 

 今回の基本方針は、具体的な施策

展開の方針であり、「実施目的」に

おいて「障害のある方に対する差別

や偏見をなくし、少しでも障害のあ

る方に対して不快感を与えないよ

うにするため」と直接的な施策目的

を示しております。 

したがいまして、「個性豊かなま

ちづくりを行う人権・平和尊重都市

宣言」までは、あえて言及せず、素

案の修正は行いません。 

修正無し 

実施目的の９行目 

11 「心のバリアフリ－を推進します。」だ

けでなく、「これからも障がい者福祉施策

の充実を図ることにより、「障がい」への

理解を進めます。」を明記してください。

12 「心のバリアフリ－を推進します。」を

「障がい者福祉の充実を図るとともに心

のバリアフリーを推進します。」に。 

市の福祉施策は、まちづくりの指

針である「野田市総合計画」の下、

保健福祉全体の指針である地域福

祉計画、さらに対象分野ごとに、障

害者基本計画、シルバープラン、新

エンゼルプランなどの計画を策定

し、推進を図っております。 

野田市総合計画では、障害者福祉

施策の充実を掲げ、地域福祉計画で

は市民との協働・連携でつくる福祉

推進のまちづくりを基本理念に、バ

リアフリー社会の確立のための心

のバリアフリーの推進を位置付け

ています。また、障害者基本計画で

は、基本目標に「障害者に対する理

解の促進と共生社会づくり」を掲

げ、「心のバリアフリー」の促進を

位置付けております。 

ご意見を踏まえ、「より一層の障

害者福祉の充実を図ることにより、

障害への理解を進め、」を追加修正

いたします。 

修正有り 

5の(2)適用除外 

13 適用除外に、「医学用語、学術用語等の

専門用語として漢字が適当な場合」を追加

しては。 

医学・学術用語については、 

(2)適用除外 ア 法令等で使用され

ている用語の中に、明記させていた

だきました。 

修正有り 

 
 
 


